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自己株式取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ 

 
当社は、平成 19 年２月 13 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第 156 条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の

取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付けを行うことを決議いたしまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 
 
１．買付け等の目的 

 当社は、創立 50 周年を機に決定したビジョン 2010 において、「私達は技術の創

造を通じて、世界のお客様に信頼と感動を与える商品を提供し、社会に貢献する」

を企業理念として掲げております。この企業理念のもと、時代の進化とグローバ

ル化に対応した世界トップレベルのシート・システム・クリエーターをめざし、

全社を挙げて精力的に取り組んでおります。 
 さらに、事業の発展・拡大とともに、グループ競争力を高め、投資効率の高い

経営を目指し、新技術の開発・拡販及び、グローバル事業の強化による事業成長

の確保に努め、合わせて徹底したコスト低減活動を行い、2010 年度の連結売上高

2,500 億円、連結 ROE10％を目標に、中長期経営戦略を推進しております。 
 このような状況の中で、当社は、自己株式を取得して金庫株とすることにより、

資本効率の向上を図ることなどを目的として、平成 19 年２月 13 日開催の取締役

会において、会社法第 165 条第３項の規定により読み替えて適用される同法第 156
条第１項及び当社定款の規定に基づき、自己株式を取得することを決議いたしま

した。これに伴い、本公開買付けを行うものであります。 
 

２．自己株式の取得に関する取締役会決議内容（平成 19 年 2 月 13 日公表） 
(１) 決議内容 

種類 総数 取得価額の総額 
当社普通株式 3,800,000 株 3,800,000,000 円 

 （注）発行済株式総数に対する割合 10.85％（小数点以下第三位を四捨五入） 
 
(２) 当該決議に基づいて既に取得した自己の株式に係る上場株券等 

該当事項はありません。 
 
３．買付け等の概要 



(１) 買付け等の期間 
①買付け等の期間 

     平成 19 年２月 14 日（水曜日）から平成 19 年３月 13 日（火曜日）まで（20 営

業日を含む 28 日間） 
②公開買付開始公告日   平成 19 年 2 月 14 日（水曜日） 
 

(２) 買付け等の価格        1 株につき 972 円 
 

(３) 買付け等の価格の算定根拠等 
   ①算定の基礎 
     買付価格の算定につきましては、上場会社の行う自己株式の取得が一般的に証

券取引所を通じた市場買付けによって行われることを勘案し、本公開買付におけ

る買付価格につきましても、当社株式の市場価格を最優先に検討いたしました。

この点、当社は適正な時価を算定するためには、直前日の株価のみならず、中期

的な一定期間の株価の推移についても反映するのが妥当であるとの考えの下、当

社株式の本公開買付けを決議した取締役会開催日の前営業日までの３ヶ月間（平

成 18 年 11 月 10 日から平成 19 年２月９日まで）の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の株価推移について検討したところ、当該期間の高値は 1,166
円、安値が 730 円となっており、当該期間においては、過去の当社株価推移に照

らして一時的な急騰・急落が見受けられず、安定的に株価が推移しているものと

認められたことから、平成 19 年 2 月 13 日の当社取締役会において、当社株式の

適正な時価として、本公開買付けを決議した取締役会開催日の前営業日までの 3
ヶ月間（平成 18 年 11 月 10 日から平成 19 年２月９日まで）の株式会社東京証券

取引所における当社普通株式の終値の平均値（972 円、円未満四捨五入）を選択す

ることが妥当との結論に達しました。なお、平成 19 年２月９日の終値は 1,037 円

です。 
   ②算定の経緯 
     平成 19年１月 30日開催の執行役員会並びに同年２月 13日開催の取締役会にお

いて、当社自己株式の取得方法、買付価格等について審議を行った結果、株価形

成には業績以外の様々な要素が影響することから、一定期間を遡った平均株価（終

値）を買付価格として採用することが適切であるとの認識で一致し、上記取締役

会において所定の決議を行いました。 
 

(４) 買付予定の株券等の数 
株式の種類 買付予定数 超過予定数 計 
普通株式 3,800,000 株 － 3,800,000 株 

（注 1）応募株券等の数の合計が買付予定数（3,800,000 株）に満たないときは、応募株券

等の全部の買付けを行います。 
（注２）応募株券等の数の合計が買付予定数（3,800,000 株）を超えるときは、その超える

部分の全部の買付けは行わないものとし、発行者による上場株券等の公開買付け

の開示に関する内閣府令第 21 条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買

付けに係る受渡しその他の決済を行います。 



（注３）発行済株式総数に対する割合 10.85％ （小数点以下第三位を四捨五入） 
 
(５) 買付け等に要する資金   3,719,100 千円 
（注） 買付け等に要する資金の金額は、買付代金、買付手数料、その他公開買付けに関

する新聞公告及び公開買付説明書その他必要書類の印刷費等の諸経費についての

見積り額の合計です。 
 
(６) 大株主による応募について 
  当社の主要株主である富士機工株式会社から、本公開買付けに対して、保有する

当社普通株式の一部を応募する意向がある旨の通知を受けております。 
  なお、当社が保有する富士機工株式については継続保有するとともに、当社と富

士機工株式会社とのグローバル展開を含めた業務提携につきましては、今後も積極

的に展開して参ります。 
 
(７) 決済の方法及び開始日 
① 買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地 
  新光証券株式会社   東京都中央区八重洲二丁目４番１号 
② 決済の開始日      平成 19 年３月 20 日(火曜日) 
③ 決済の方法 

公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主

等（外国人株主の場合はその常任代理人）の住所宛に郵送いたします。買付けは、

現金にて行います。買付代金より適用ある源泉徴収税額を差し引いた金額を応募

株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）の指示により、決済の開始日以後

遅滞なく、公開買付代理人から応募株主等（外国人株主の場合はその常任代理人）

の指定した場所へ送金するか、応募受付けをした公開買付代理人の本店又は全国

各支店にてお支払いします。 
 
（ご参考） 平成 19 年 2 月 9 日現在の自己株式の保有 
        発行済株式総数（自己株式を除く） 34,716,846 株 
        自己株式数              306,000 株 

以上 


